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入札に付する委託業務の概要

令和６年度 危消 第２号

和歌山県消防救急デジタル無線及び多重無線システム他再整備工事監理業務

和歌山県内全域のうち県が指定する場所

入札書等の提出方法等

技術資料の様式及び提出方法

令和６年８月５日(月)11時25分から令和６年８月５日(月)11時30分まで

入札公告を参照のこと

入札書等は、開札場所に持参して提出すること。

・平成26年４月１日から入札書を提出した日までに元請として業務が完了した、回線
制御装置及び基地局５局以上で構成する移動無線システムを含む電気通信工事に係る
設計業務または施工監理業務の受注実績。
・平成26年４月１日から入札書を提出した日までに元請として業務が完了した、国、
都道府県又は政令指定都市において、５区間以上で構成するマイクロ波多重無線シス
テムを含む電気通信工事に係る設計業務または施工管理業務の受注実績。
上記内容が確認できる監理業務の受注実績を、様式２に各１件記載するものとする。

記載する優先順位は、原則として各省庁、都道府県、その他の順位とする。

記載した実績のすべての内容が確認できる資料として、委託業務契約書の写し（業務
名、業務期間、業務内容、及び発注機関と受託業者の印を有する部分が確認できるも
の）、仕様書の抜粋、受領書が付いた業務カルテ等の書類を添付すること。

技術資料の様式は、技術資料作成要領に添付している様式とし、次項の留意事項及び記載例に基づき記載す
ること。

技術資料提出書（要領様式１）

同種業務等の実績（要領様式２）

所属技術者（要領様式３）

同種業務等の実績

様式のサイズはＡ４判縦（Ａ４判より大きいものは、Ａ４判の大きさに折り畳むこと。）とし、各１部を提
出するものとする。

技術資料は技術資料提出書（様式１）に記載のある１から３の順に並べ、それぞれ付箋等により見出しを付
けること。

発注機関から指示を受けた入札者は、指示を受けた日から起算して、原則として２日以内に技術資料を書面
により提出しなければならないものとする。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、技術資料の書面をＰＤＦファイルにして発注機関
が指示するメールアドレスに送信することで、書面による提出に代えることができるものとし、期限日まで
の提出であるか否かは、着信日で判断するものとする。
また、送信にあたっては誤送信の防止に努めるとともに、送信後速やかに指示のあったメールアドレスに到
達しているかどうかを発注機関に確認しなければならないものとする。

和歌山県建設工事に係る委託業務入札参加資格認定通知書の写し

技術資料の内容に関する留意事項
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苦情申立書の受付窓口、受付時間
        苦情申立書を持参又は郵送する場合の受付窓口並びに受付時間は、次のとおりとする。
        受付窓口：〒640-8585　和歌山県和歌山市湊通丁北１丁目２番１
    　　　　      和歌山県庁南別館３階　和歌山県危機管理部危機管理局危機管理消防課
      　受付時間：休日等を除く毎日午前９時から午後５時まで

入札参加資格要件不適格通知書を受理した者で当該要件を満たさないと認められたことに不服がある者は、
当該通知の日の翌日から起算して10日（休日等を含まない。）以内に、発注機関の長に対して当該要件を満
たさないと認めた理由について説明を求めることができる。

落札者は、技術資料に記載した配置予定技術者を、当該業務に配置すること。
ただし、やむを得ない場合は変更できるものとするが、その場合は、病休、死亡、退
職等の極めて特別な場合に限る。

提出された技術資料は、返却しない。

技術資料の作成に関する問い合わせ先は、次のとおりとする。なお、問い合わせに対する回答のうち入札参
加者全員に周知すべきものがあった場合には、その内容を危機管理消防課ホームページに掲載する。
           〒６４０－８５８５　和歌山県和歌山市湊通丁北１丁目２番１　和歌山県庁南別館３階
                               和歌山県危機管理部危機管理局危機管理消防課
                               電話　073－441－2259

入札書、技術資料及び苦情申立書の作成、提出及び郵送に要する一切の費用は、提出者の負担とする。

技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。

技術資料に虚偽の記載をした者は、当該業務の落札者として決定されない。また、和歌山県建設工事等契約
に係る入札参加資格停止等措置要綱（平成16年６月15日制定）に基づき入札参加資格停止を行うことがあ
る。

その他の留意事項

発注機関の長は、苦情申立書により説明を求められたときは、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して
10日（休日等を含まない。）以内に回答するものとする。

配置予定技術者については、様式２に記載するものとし、技術資料提出時に配置予定
者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。ただし、複数の候
補者を記載する場合は、候補者１名につき様式１枚とする。
また、審査においては、資格等の評価が低い者で審査を行う。

当該要件を満たさないと認められた者が説明を求める場合は、苦情申立書（別記様式３）を持参又は郵送す
ることにより行うものとする。

苦情申し立て

配置予定技術者の資格

発注機関の長は、落札候補者が入札参加資格の要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補
者に対して入札参加資格要件不適格通知書により通知するものとする。

技術士法に基づく技術士（電気・電子部門）の資格を保有し、登録を行っている者又
はRCCM（電気・電子部門）の資格を保有し、登録証書の交付を受けている者を管理技
術者及び照査技術者として配置すること。
また、第1級陸上特殊無線技士（相当以上）の無線従事者資格を有する者を配置した業
務体制がとれること。


